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土木工事標準積算基準書等の改定概要について

県土整備局では、令和５年４月１日に改正された国土交通省の積算基準等を

踏まえ、土木工事標準積算基準書等を次のとおり改定します。

○ 土木工事標準積算基準書の主な改定内容

・標準歩掛の制定（３工種）、改定（７工種）

・施工パッケージ関係単価の制定（３工種）、改定（２工種）

・鋼橋製作工の歩掛、副資材費、桁輸送費の改定

・ICT施工における積算基準の当面の運用

・機器単体費に係る輸送費の算定

・猛暑日を考慮した工期設定

・工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算
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土木工事標準積算基準書の一部改定概要
（令和５年７月１日から適用した主な内容について記載しています）

項 目 改定内容

≪標準歩掛≫

標準歩掛の
制定・改定

（制定３工種）

施工合理化調査等の実態調査を踏まえ、次の工種に
ついて、新規の歩掛を制定及び既存の歩掛を改定。
（詳細は、積算基準書及び新旧対照表を参照）

【新規制定】

１）浚渫工（バックホウ浚渫船）（ICT）

２）砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切

３）橋梁検査路架設工

【土木工事標準積算基準書（土木工事編）】
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○ 標準歩掛の制定・改定



項 目 改定内容

≪標準歩掛≫

標準歩掛の
制定・改定

（改定７工種）

施工合理化調査等の実態調査を踏まえ、次の工種に
ついて、新規の歩掛を制定及び既存の歩掛を改定。
（詳細は、積算基準書及び新旧対照表を参照）

【日当り施工量、労務、資機材等の変動により、改定を行っ
た工種】

１）原動機燃料消費量

２）深礎工

３）足場工

４）浚渫工（バックホウ浚渫船）

５）ポストテンション桁製作工

６）プレキャストセグメント主桁組立工

７）PC橋片持架設工

【廃止工種】

１）法面工（法面施肥工）
２）砂防（仮設備工）
３）集水井工（プレキャスト土留工法）
４）道路清掃工（ガードパイプ清掃工）
５）プレビーム桁製作工（現場） 他

【土木工事標準積算基準書（土木工事編）】
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○ 標準歩掛の制定・改定



項 目 改定内容

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ≫

施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
関係単価の
制定・改定

（制定３工種）
（改定２工種）

施工合理化調査等の実態調査を踏まえ、次の工種に
ついて、新規の施工パッケージ単価を制定及び既存の
施工パッケージを改定。
（詳細は、積算基準書及び新旧対照表を参照）

【新規制定】

１） 現場発生品及び支給品費
２） モルタル練工
３）排水構造物工（ヒューム管）

【日当り施工量、労務、資機材等の改定を行った工種】

１）コンクリートブロック積（張）工
２）目地・止水板設置工

【廃止工種】

１）人力土工（岩石）
２）堤防天端補修工
３）野芝種子吹付工
４）ボックスビーム設置工
５）トンネル内装板設置工
６）路肩整正（人による土はね）

【土木工事標準積算基準書（土木工事編）】
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○ 施工パッケージ関係単価の制定・改定



項 目 改定内容

≪道路編≫

鋼橋積算基準

・製作現場の実態を踏まえ、歩掛、副資材費を改定。
・輸送費用の実態を踏まえ、桁輸送費を改定。

【土木工事標準積算基準書（土木工事編）】

○ 鋼橋製作工の歩掛等の改定
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項 目 改定内容

≪共通工他≫

ICT施工

共通仮設率
現場管理費率
（補正係数）

ICT施工において、３次元座標値による出来形管理や３
次元データ納品等に要する費用については、共通仮設費
率、現場管理費率に補正係数を乗じることで計上している。
当面、この費用の妥当性を確認することとし、補正係数

により算出される金額と、受注者からの見積りにより算出
される金額とを比較する。
見積りによる金額が補正係数により算出される金額を下

回る場合は見積りによる金額を積算計上額とする。
受注者から見積りの提出がない場合は、３次元座標値に

よる出来形管理や３次元データ納品等に要する費用につ
いては計上しないものとする。

【土木工事標準積算基準書（土木工事編）】

○ ＩＣＴ施工における積算基準の当面の運用
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土工（ICT） Ⅱ－１－②－46

他 法面整形工（ICT） Ⅱ－２－①－９
浚渫工（バックホウ浚渫船）（ICT） Ⅲ－１－④－33
河床等掘削（ICT） Ⅲ－２－⑦－９
砂防土工（ICT） Ⅲ－３－①－15
路盤工（ICT） Ⅳ－１－①－24



積算参考資料(土木工事編)の一部改定概要
（令和５年７月１日から適用した主な内容について記載しています）

【積算参考資料（土木工事編）】

項 目 改定内容

≪工事費の積算≫

運搬費

機器単体費の基本運賃は、『令和２年国土交通省告示
第575号による「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な
運賃」における関東運輸局の距離制運賃表（貸切運賃）に
よる』こととし、今回、積算参考資料に記載した。
また、運賃の割増についても、以下のとおり、記載した。
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○機器単体費に係る輸送費の
算定について



項 目 改定内容

≪設計変更等≫

工期の算定

土木工事における工期設定については、これまで、不稼
働日を休日、降雨（雪）日としていたが、今回の改定により、
猛暑日日数を不稼働日として考慮することとした。
猛暑日日数については、環境省が公表している暑さ指数

であるWBGT値が31以上の時間数を整理し、それを日数換
算して算出する。
WBGT値の観測地点は県内5カ所（横浜、海老名、小田原、

辻堂、三浦）で、各事務所の最寄りの観測地点のデータを
用いる。

【積算参考資料（土木工事編）】
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○猛暑日を考慮した工期設定



項 目 改定内容

≪工事費の積算≫

工事における
工期の延長等
に伴う増加費
用の積算

土木工事標準積算基準書では、受注者の責めに帰すこと
ができないものにより請負工事の設計図書の変更に伴う工
期の延長や一時中止をした場合の増加費用の適用につい
ては、受注者から請求があった場合としており、増加費用を
計上する条件について、以下のとおり、積算参考資料に記
載した。

【積算参考資料（土木工事編）】
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○ 工事における工期の延長等に伴う増加費用
の積算について


